
　　

ミニ広報紙

〈運動の重点〉 

①こどもが安全に通行できる 

   道路交通環境の確保と安全な

横断方法の実践 

②歩行者優先意識の徹底と「思

いやり・ゆずり合い」運転の励

○ 期間  

   令和６年１１月１２（火）から１１月２５日（月） 

〇 目的 

   配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー 

 行為など女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的に 

行われるものです。 

 ＤＶ（配偶者等への暴力）は犯罪です！ 
 

   県内ＤＶ相談窓口のほか、県下警察署の「生活安全課」では、ＤＶやストーカー 

などの相談を受け付けており、事件化・警告・避難措置など相談者の身の安全を 

最優先に考えた対応を行っています。 

 

最寄りの警察署に相談をしましょう 

全国指名手配犯約590人 
（令和６年８月末現在） 

令和6年11月号 

天竜警察署 

所在地交番 

☎053-926‐0110 
所在地交番だより 

警察庁指定 

重要指名 

手配犯 11 





ＤＶやストーカー 

相談者の身の安全を 


